
第６２号議案 

 

     非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例設定について 

 

 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり設定するものとする。 

 

  平成２６年９月８日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年八王子市

条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （報酬）  （報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は、別表第１の

とおりとし、同表に定めのない特別職の職

員の報酬は別表第２のとおりとする。 

第２条 特別職の職員の報酬は、別表のとお

りとする。 

２ 別表第２に掲げる特別職の職員について

は、勤務１日につき１万３，０００円を超

えてはならない。ただし、任命権者は、特

に必要と認めた場合においては報酬の額を

市長に協議して時間を単位とする額又は月

額若しくは年額で定めることができる。 

２ 別表中第８４号に掲げる特別職の職員に

ついては、勤務１日につき１万３，０００

円を超えてはならない。ただし、任命権者

は、特に必要と認めた場合においては報酬

の額を市長に協議して時間を単位とする額

又は月額若しくは年額で定めることができ

る。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

第４条 別表第１中第２号に掲げる特別職の

職員で、八王子市教育委員会の教育長の職

にあるものに対しては、同号に掲げる報酬

は支給しない。 

第４条 別表中第２号に掲げる特別職の職員

で、八王子市教育委員会の教育長の職にあ

るものに対しては、同号に掲げる報酬は支

給しない。 

２ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 

 第１１９条第１項の規定により２以上の選

挙を同時に行う場合における別表第１中第

２ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 

 第１１９条第１項の規定により２以上の選

挙を同時に行う場合における別表中第６号



６号から第１１号までに掲げる特別職の職 から第１１号までに掲げる特別職の職員に 

 員に対する報酬は、これらの選挙の選挙会

の区域が同一であるときは、当該各号に掲

げる報酬の額を超えることができない。 

 対する報酬は、これらの選挙の選挙会の区

域が同一であるときは、当該各号に掲げる

報酬の額を超えることができない。 

３ 市の常勤の職員が特別職の職員を兼ねる

場合には、当該常勤の職員に対しては、こ

の条例による報酬は支給しない。ただし、

別表第１中第８号及び第８１号に掲げる特

別職の職員を兼ねる場合は、この限りでな

い。 

３ 市の常勤の職員が特別職の職員を兼ねる

場合には、当該常勤の職員に対しては、こ

の条例による報酬は支給しない。ただし、

別表中第８号及び第７８号に掲げる特別職

の職員を兼ねる場合は、この限りでない。 

  

 （費用弁償）  （費用弁償） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 費用弁償は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、 

 日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別 

表第１又は別表第２に掲げるところによる。 

２ 費用弁償は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、 

 日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別

表に掲げるところによる。 

３ （略） ３ （略） 

  

別表第１（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

   番号 区分 報酬の額（円） 費用弁

償の額 

  番号 区分 報酬の額（円） 費用弁

償の額 

 

 （略） （略） （略）  （略）   （略） （略） （略）  （略）  

 ４１ （略） （略）     ４１ （略） （略）    

 ４２ 社会福祉審

議会委員 

日額 12,000      

 ４３ （略） （略）     ４２ （略） （略）    

 ４４・

４５ 

（略） （略）     ４３・

４４ 

（略） （略）    

 ４６ （略） （略）     ４５ （略） （略）    

        ４６ 子ども・子

育て支援審

議会委員 

日額 12,000   

 （略） （略） （略）     （略） （略） （略）    

 ４９ （略） （略）     ４９ （略） （略）    

 ５０ 動物愛護推

進協議会委

員 

日額 12,000          

 ５１ （略） （略）     ５０ （略） （略）    

 ５２～

５４ 

（略） （略）     ５１～

５３ 

（略） （略）    

 ５５ （略） （略）     ５４ （略） （略）    

 ５６ 廃棄物処理

施設専門委

員会委員 

日額 12,000          

 ５７ （略） （略）     ５５ （略） （略）    

 ５８・

５９ 

（略） （略）     ５６・ 

５７ 

（略） （略）    

 ６０ （略） （略）     ５８ （略） （略）    

 ６１ 開発審査会

委員 

日額 12,000          



 ６２ （略） （略）     ５９ （略） （略）    

 ６３～

７４ 

（略） （略）     ６０～

７１ 

（略） （略）    

 ７５ （略） （略）     ７２ （略） （略）    

        ７３ 介護保険運

営協議会委

員 

日額 12,000   

 ７６ （略） （略）     ７４ （略） （略）    

 ７７・

７８ 

（略） （略）  （略）   ７５・

７６ 

（略） （略）  （略）  

 ７９ （略） （略）     ７７ （略） （略）    

 ８０ 夜間診療所

管理者 

年額 127,000          

 ８１ （略） （略）     ７８ （略） （略）    

 ８２ （略） （略）     ７９ （略） （略）    

 ８３ 学校運営協

議会委員 

年額 12,000          

 ８４ （略） （略）     ８０ （略） （略）    

 ８５・

８６ 

（略） （略）     ８１・

８２ 

（略） （略）    

 ８７ （略） （略）     ８３ （略） （略）    

       ８４ 前各号に定

める以外の

特別職の職

員 

職務の内容に

基づき、常勤

職員の給与と

の均衡を考慮

して任命権者

が定める額 

市規則

で定め

る額 

 

             備考 （略）  備考 （略） 

  

別表第２（第２条、第５条関係）  

   番号 区分 報酬の額（円） 費用弁

償の額 

  

 １ 地方公務員

法（昭和２

５年法律第

２６１号）

第３条第３

項第３号に

規定する嘱

託員 

職務の内容に

基づき、常勤

職員の給与と

の均衡を考慮

して任命権者

が定める額 

主事相

当額 

  

 ２ 上記以外の

特別職の職

員 

 職務の

内容を

考慮し

て任命

権者が

定める

額 

  

  

  

   附 則 



 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


